
米・畑作物の収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)

米・畑作物の収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）は、農家拠出を伴う

経営に着目したセーフティーネットであり、米及び畑作物の農業収入全体
の減少による影響を緩和するための保険的制度です。

H27予算 802億円 ◯ 農業者の米、麦、大豆等の当年産の販売収入の合計（当年産収入額）が、標準的
収入額を下回った場合に、その差額の９割を補てんします。

◯ 補てんの財源は、農業者と国が１対３の割合で負担します。
◯ このため、補てんを受けるには、農業者からの積立金の拠出が必要となります。
◯ 補てん後の積立金の残額は、翌年産へ繰り越されるため、掛け捨てとはなりません。

補てん額 ＝（標準的収入額－当年産収入額）×０．９

（３）ナラシ対策の仕組み

【10a当たり標準的収入額とは】
通常年に想定される収入額として、前年産以前５カ年の収入額のうち、 高年と

低年を除いた３カ年の平均収入額で、品目ごと、地域ごとに計算しています。各年産
の収入額は、米であれば、地域の産地品種銘柄のうち、数量の多い上位３銘柄平均
販売価格に、地域の実単収を乗じて算出します。

【10a当たり当年産収入額とは】
当年産の収入額として、品目ごと、地域ごとに計算しています。当年産の収入額

は、米であれば、当年産の地域の産地品種銘柄のうち、数量の多い上位３銘柄平均
販売価格に、当年産の地域の実単収を乗じて算出します。

米の直接支払交付金（7,500円/10a） H27予算 760億円

米の生産数量目標（面積換算値）に従って、

販売目的で生産（耕作）する販売農家・集落営農

（１）交付対象者

米については、諸外国との生産条件格差から生じる不利はなく、構造改革に

そぐわない面があることから、26年産米から単価を7,500円/10aに削減した上で、
平成29年産までの時限措置として実施します（平成30年産から廃止します。）。

（１）交付対象者

支援の対象となる農業者は、認定農業者、集落営農、認定新規就農者です
（いずれも規模要件はありません）。

※１ ビール麦、黒大豆、種子用として生産されるものなどは対象となりません。
※２ てん菜、でん粉原料用ばれいしょは、北海道で生産されるものが対象です。

米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょです。

（２）対象農産物

（２）交付対象面積

主食用米の作付面積から、自家消費米

相当分として一律10a控除して算定

※ 集落営農の要件は、２要件（組織の規約の作成、対象作物の共同販売経理の
実施）に緩和し、「農業経営の法人化」及び「地域における農地利用の集積」
については、市町村が確実に行われると判断するものとします。

農業者ごとに算定

28 米に係る経営所得安定対策の概要

38



○ 水田で飼料用米、麦、大豆等を生産する農業者に対して交付金を直接交付することにより、水田のフル活用を推進し、食
料自給率・自給力の向上を図ります。

対象作物 交付単価

麦、大豆、飼料作物 3.5万円／10a

ＷＣＳ用稲 8.0万円／10a

加工用米 2.0万円／10a

飼料用米、米粉用米
収量に応じ、

5.5万円～10.5万円/10a

販売目的で対象作物を生産する販売農家・集落営農
【交付対象者】

【支援内容】

① 戦略作物助成

＜飼料用米、米粉用米の交付単価のイメージ＞

注１：数量払いによる助成は、農産物検査機関による数量確認を受けていることが条件
注２：※は全国平均の平年単収（標準単収値）に基づく数値であり、各地域への適用に当たって

は、市町村等が当該地域に応じて定めている単収（配分単収）を適用

数量払いの単価（傾き）：約167円／kg
助成額
（円/10ａ）

10.5万

8.0万

5.5万

単収（kg/10a）680※530※

(標準単収値）

380※

29 水田活用の直接支払交付金の概要

② 二毛作助成
（主食用米と戦略作物助成の対象作物、又は戦略作物助成の対象作
物同士の組み合わせによる二毛作を支援）

1.5万円／10a

③ 耕畜連携助成
（飼料用米のわら利用、水田放牧、資源循環の取組を支援）

1.3万円／10a

作付パターン（例） 交付金額（10a当たり）

主食用米 ＋ 麦 （米の直接支払） ＋ 1.5万円

麦 ＋ 大豆 3.5万円 ＋ 1.5万円

飼料用米 ＋ 麦 5.5～10.5万円 ＋ 1.5万円

米粉用米 ＋ 飼料用米 5.5～10.5万円 ＋ 1.5万円

④ 産地交付金
○ 地域の作物振興の設計図となる「水田フル活用ビジョン」に基づき

、高付加価値化や低コスト化を図りながら、地域の特色のある魅力
的な産品の産地を創造するため、地域の裁量で活用可能な産地交
付金により、麦・大豆を含む産地づくりに向けた取組を支援

○ また、地域の取組に応じて都道府県に対して配分

対象作物 取組内容 配分単価

飼料用米、米粉用米 多収性専用品種への取組 1.2万円/10a

加工用米 複数年契約（3年間）の取組 1.2万円/10a

備蓄米
平成27年産政府備蓄米の
買入入札における落札

0.75万円/10a

そば、なたね 作付の取組
（基幹作）2.0万円/10a
（二毛作）1.5万円/10a

なお、主食用米作付面積が生産数量目標の面積換算値を下回る
こととなる都道府県に対して配分（0.5万円/10a）

【平成27年度予算： ２７７，０２６（２７７，０２６）百万円】
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30 水田フル活用ビジョンについて （概要）

○ これまでの産地資金の活用計画書を充実させ、「地域農業の設計図」として「水田フル活用ビジョン」を都道府県、地域農
業再生協議会で作成。

○ ビジョンでは、需要が期待できる非主食用米の作付目標や導入する技術など、今後３～５年間の水田活用の取組方針を
記載。

※ 26年度から「水田フル活用ビジョン」の作成が、産地交付金による支援の要件。

※ 作成した「水田フル活用ビジョン」については、作成者によりホームページ等において公表。

＜水田フル活用ビジョンの内容＞

○ 取組方針

・ 作付の現状、地域が抱える課題

・ 作物ごとの生産の取組方針（非主食用米の作付面積の目標、生産拡大に向け
て導入する新しい技術、販売先との連携、活用施策など）

・ 作物ごとの作付予定面積
・ 平成28年度の目標（作付面積、生産量等）

○ 産地交付金の活用方針、活用方法の明細等

・ 支援対象となる品目、具体的な使途（取組内容）
・ 支援単価 等

都道府県段階及び地域段階の協議会での検討を経て作成の上、5月31日までに
都道府県から国に提出
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生産者等

積立

国

拠出

産地

拠出

拠出
定額、

1/2以内
（※）

主食用米の
① 周年安定供給のための長期

計画的な販売
② 輸出用向けの販売促進等
③ 業務用向け等の販売促進等
④ 非主食用への販売

集荷業者・団体 産地自らの自主的な取組

（※） 値引きや価格差補てんのため
の費用は支援の対象外。

生産者等

生産者等

○ 産地の自主的な取組により、需要に応じた生産・販売が行われる環境整備を図る観点から、気象の影響等により
必要が生じた場合には、産地の判断により、主食用米を長期計画的に販売する取組や輸出用など他用途への販売
を行う取組等を自主的に実施する体制を構築していくことが必要。

○ あらかじめ生産者等が積立てを行い、以下の取組を実施する場合に国も一定の支援。

○ 平成27年６月29日（月）から８月28日（金）までを公募期間として、現在、本事業への申請を受付中。

31 米穀周年供給・需要拡大支援事業

41



32 新規需要米等の用途別取組状況（平成20年産～26年産）

計画生産量 作付面積 計画生産量 作付面積 計画生産量 作付面積 計画生産量 作付面積 計画生産量 作付面積 計画生産量 作付面積 計画生産量 作付面積

（ﾄﾝ） （ha） （ﾄﾝ） （ha） （ﾄﾝ） （ha） （ﾄﾝ） （ha） （ﾄﾝ） （ha） （ﾄﾝ） （ha） （ﾄﾝ） （ha）

米　　粉　　用　　米 566 108 13,041 2,401 27,796 4,957 40,311 7,324 34,521 6,437 21,071 3,965 18,161 3,401

飼　　料　　用　　米 8,020 1,410 23,264 4,123 81,237 14,883 183,033 33,955 183,431 34,525 115,350 21,802 178,486 33,881

Ｗ　Ｃ　Ｓ　用　稲
（稲発酵粗飼料用稲） － 9,089 － 10,203 － 15,939 － 23,086 － 25,672 － 26,600 － 30,929

バイオエタノール用米 2,426 303 2,314 295 2,940 397 2,998 415 2,793 450 2,594 414 2,373 384

輸　 出　 用 　米 391 74 926 164 2,184 388 1,626 287 2,524 454 2,825 507 6,092 1,092

酒 　造　 用 　米 － － － － － － － － － － － － 4,354 859

そ　の　他
（わら専用稲、青刈り用稲等） 982 1,330 1,108 956 694 508 852 501 857 553 659 457 1,074 527

合　　　計 12,386 12,314 40,654 18,142 114,851 37,072 228,820 65,569 224,127 68,091 142,499 53,744 210,540 71,073

　注１： ＷＣＳ用稲、わら専用、青刈り用稲については子実を採らない用途であるため計画生産量はなし。

　注２： 平成26年産は平成26年10月15日現在の値。

　注４： なお、ラウンドの関係で合計と内訳が一致しない場合がある。

（参考）

数量　（ﾄﾝ） 作付面積 （ha） 数量　（ﾄﾝ） 作付面積 （ha） 数量　（ﾄﾝ） 作付面積 （ha） 数量　（ﾄﾝ） 作付面積 （ha） 数量　（ﾄﾝ） 作付面積 （ha） 数量　（ﾄﾝ） 作付面積 （ha） 数量　（ﾄﾝ） 作付面積 （ha）

加　 工　 用 　米 149,048 27,332 141,168 26,126 212,829 39,327 154,555 28,137 180,885 33,092 207,882 38,039 268,256 48,743

　※ 加工用米の数量については平成20～25年産は実績値。平成26年産は平成26年10月15日現在の値。

用　途　区　分

平成２０年産 平成２１年産 平成２２年産 平成２３年産

　注３：「酒造用」は「需要に応じた米生産の推進に関する要領」に基づき生産数量目標の枠外で生産された玄米を指す。

平成２０年産 平成２１年産 平成２２年産 平成２３年産 平成２５年産 平成２６年産

平成２４年産 平成２５年産 平成２６年産

平成２４年産
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米粉用米の生産量・利用量の推移

○ 米粉用米の利用量は、平成２４年度以降、年間２万トン前半台で推移。生産量は、持越在庫による原料米対応が行われたこと
等により、平成２４年産以降減少。

○ 民間では、米粉用米の利用拡大に向け、これまでも製粉コスト低減の取組、米粉の特性・機能性を活かした商品の開発等が行
われてきたが、昨年には新たな米穀加工品（コメピューレー、米ゲル）の商品化が進むなど、様々な取組が行われているところ。

○ 本年４月には、このような状況等を踏まえた上で、米穀の新用途への利用の促進に関する法律（平成２１年法律第２５号）に基
づく新しい基本方針を策定したところ。

新 た な 米 穀 加 工 品

◆コメピューレー

◆米ゲル

・高アミロース米を炊飯後に高速攪
拌しゼリー状に加工しパン等に
利用

・加工条件により様々な物性に加工でき、パン・菓子等、多彩な用
途に使用可能

・老化（時間の経過とともに水分が抜けて堅くなること）しにくいパン
の製造や、カロリー低減（卵・油脂の代替利用）が可能

： 生産量

： 利用量

・米穀を加熱処理した後に、裏漉ししピ
ューレー状に加工してパン等に利用

・乳化剤の代替として利用でき、保湿性
に優れたパンの製造等が可能

33 米粉用米の動向

0
10
20
30
40
50

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６

千トン

年度

米粉製造
事業者

小麦粉製
造事業者

パン・めん製
造事業者等

低コスト革新技術の確立、米
粉製品の供給

低コスト革新技術の確立、米
粉製品の供給

安価・良質な米粉の供給安価・良質な米粉の供給

製粉コスト低減の取組

自社の米粉販売価格について、
３年の取組期間内に３割以上
引き下げる取組を実施

商 品 開 発

小麦粉よりも低
い吸油率

玄米の機能性
を付加

しっとりとした
食感

グルテンフリーの
麺・パスタ

国産食材（米粉・小麦粉）
によるパン

米粉のアピール

米粉料理コンテストの様子

官民一体の米粉消費拡大運動
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○ 飼料用米については、平成２５年産は備蓄米・加工用米へ転換されたため生産量は前年を下回ったが、平成２６年産では、
ほぼ平成２４年産の水準まで拡大しており、価格等の条件が整えば更に相当量の需要が見込まれる状況。

○ 米政策見直しの下、水田活用の直接支払交付金について、平成２６年度から数量払いを導入し生産性向上のインセンティブ
を高めるとともに、需要先の確保に向けた畜産農家等とのマッチング活動や円滑な流通体制の整備等の推進に取り組んでいる
ところ。

資料 ： 農林水産省調べ（飼料用米・加工用米：取組計画認定状況から抜粋 備蓄米：政府買入入札の結果）
注 ： 備蓄米の面積は、落札数量と水稲10a当たり平年収量を用いて算出した推定値である。なお、産地指定のない枠で落札されたものがあるため変動する場合がある。

◆ 都道府県別の飼料用米等計画生産面積の推移

34 飼料用米の動向

単位：ha

21年産 22年産 23年産 24年産 25年産 26年産 24年産 25年産 26年産 24年産 25年産 26年産

栃木県 412 1,285 2,662 4,143 1,723 3,943 342 2,067 2,069 1,246 2,333 2,114

青森県 130 834 3,511 2,972 1,708 2,812 410 3,429 3,502 1,154 1,554 1,663

茨城県 122 555 1,635 1,289 1,250 2,499 17 283 284 1,786 1,914 2,008

山形県 614 1,092 2,347 2,507 1,700 2,150 1,295 2,104 2,278 1,933 2,430 3,571

岩手県 265 804 1,811 2,024 1,638 2,035 966 1,426 1,501 992 673 1,674

宮城県 406 1,459 1,763 1,903 1,475 1,954 746 1,402 2,075 73 353 962

秋田県 127 741 1,848 1,541 748 1,180 1,675 4,435 4,450 8,423 9,147 10,284

福岡県 95 386 782 864 811 1,153 24 91 77 365 377 451

千葉県 126 490 1,020 1,097 679 1,138 19 497 529 742 914 1,273

岐阜県 239 486 698 830 735 1,075 0 151 152 138 204 260

大分県 212 580 941 860 734 1,055 0 48 48 39 46 102

愛知県 63 205 733 896 494 1,041 0 356 272 378 413 463

埼玉県 45 285 811 620 337 945 0 122 131 266 346 208

福島県 350 759 1,601 1,064 514 888 10 2,062 3,724 137 360 485

新潟県 14 859 1,883 1,851 651 876 1,784 5,742 6,000 5,440 5,668 6,586

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

全国計 4,123 14,883 33,955 34,525 21,802 33,881 15,734 34,546 47,170 33,092 38,039 48,743

飼料用米 備蓄米 加工用米
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○ ５月29日、「27年産飼料用米の中間的な取組状況」を都道府県別に公表。
27年産飼料用米について、前年実績と比べ、３万ha（１７万トン）増加しているものの、主食用米から飼料用米

をはじめとする他作物への一層の転換が必要な状況となっていることをアナウンス。

○ さらに、本年３月に閣議決定した食料・農業・農村基本計画において、「飼料用米等の戦略作物の生産拡大」を
明記したこと等を踏まえ、27年産飼料用米の取組期限を６月末から７月末へ１か月間後ろ倒し。

○ これを踏まえ、飼料用米の一層の取組強化に向けた働きかけを実施。

面積 数量

26年産 27年産 26年産 27年産

3.4万ha 6.4万ha 18万トン 35万トン

面積、数量ともに、平成２７年産は５月１５日現在。２６年産は取組計画認定時のもの。

１．27年産飼料用米の中間的な取組状況

２．２７年産飼料用米の生産拡大に向けた対応

○ 飼料用米の取組計画書の提出期限

○ 営農計画書の内容についての必要な変更

６月末→７月末へ延長

周知ビラ

35 27年産飼料用米の生産拡大に向けた対応（５月29日農林水産省プレスリリース）
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都道府県名

面積 数量

平成26年産
（取組計画認定）

平成27年産（注）
（平成27年5月15日現在）

平成26年産
（取組計画認定）

平成27年産（注）
（平成27年5月15日現在）

北海道 712 1,900 3,662 10,000

青森県 2,812 6,000 15,883 34,400

岩手県 2,035 3,600 10,799 19,600

宮城県 1,954 4,400 10,453 23,500

秋田県 1,180 2,200 6,612 12,700

山形県 2,150 3,800 12,821 22,700

福島県 888 2,400 4,530 12,800

茨城県 2,499 4,600 13,068 24,300

栃木県 3,943 9,300 20,857 50,000

群馬県 654 1,400 3,229 7,000

埼玉県 945 1,600 4,621 8,000

千葉県 1,138 2,400 6,136 13,200

東京都 0 0 0 0

神奈川県 14 10 73 70

新潟県 876 3,400 4,655 18,700

富山県 349 600 1,878 3,400

石川県 301 500 1,544 3,000

福井県 304 500 1,572 3,000

山梨県 3 10 16 70

長野県 178 200 1,135 1,500

岐阜県 1,075 1,900 5,124 9,100

静岡県 594 600 3,070 3,300

愛知県 1,041 1,400 5,194 7,300

三重県 696 900 3,496 4,900

都道府県名

面積 数量

平成26年産
（取組計画認定）

平成27年産（注）
（平成27年5月15日現在）

平成26年産
（取組計画認定）

平成27年産（注）
（平成27年5月15日現在）

滋賀県 384 600 1,970 3,100

京都府 93 100 480 500

大阪府 0 3 2 10

兵庫県 123 100 635 900

奈良県 25 20 133 100

和歌山県 2 3 9 10

鳥取県 660 1,000 3,454 5,600

島根県 748 1,100 3,842 5,600

岡山県 388 700 2,056 4,000

広島県 94 300 501 1,800

山口県 267 500 1,337 2,600

徳島県 194 500 912 2,700

香川県 76 200 376 1,400

愛媛県 124 200 615 900

高知県 409 600 1,793 2,800

福岡県 1,153 1,300 5,677 6,400

佐賀県 285 300 1,555 1,800

長崎県 125 100 589 600

熊本県 867 1,100 4,486 6,000

大分県 1,055 1,100 5,394 5,400

宮崎県 170 300 815 1,900

鹿児島県 300 500 1,427 2,600

沖縄県 0 0 0 0

全国計 ３．４万ｈａ ６．４万ｈａ １８万トン ３５万トン

（単位：ｈａ､トン）

（注）平成27年産（平成27年5月15日現在）は、各地方農政局及び地域センター等から各都道府県農業再生協議会、地域農業再生協議会への聞き取りによる。

（参考） 27年産飼料用米の中間的な取組状況（５月15日現在）
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○ 現状、飼料用に６０万トンが畜産農家・配合飼料メーカーに供給されているところ。

○ 配合飼料原料として、米を家畜の生理や生産物に影響を与えることなく利用できる量は４５０万トン程度と見
込まれる。

○ 飼料用米の安定的な利用を図るには、低価格での供給や長期的・計画的な供給等の取組が課題。

＜今後の取組課題＞
○ 配合飼料の主原料（とうもろこし等）と同等またはそれ以下の価格での供給

○ 長期的かつ計画的な供給
（現在の飼料工場は配合設計や施設面の制約から、短期・大量の受け入れは不可能）

○ その他の環境整備
（飼料用米の集荷・流通・保管施設の整備、直接供給体制の構築等の集荷・調製等に伴う
コスト削減が必要）

現状の供給量（２５年度） 利用可能量

【需要先】

畜産農家への直接供給
５万㌧程度

配合飼料メーカーへの供
給 ５５万㌧程度

利用可能量
４５０万㌧程度

【飼料用米供給】

○ 飼料用米生産量
１１万㌧

○ その他 ４９万㌧

備蓄米 １３万㌧
ＭＡ米 ３６万㌧

５万㌧

程度

６万㌧

程度

４９万㌧

※ ＭＡ米については、一部は配合飼料
メーカーを通さず、大規模畜産農家に供給
（約１万㌧）

飼料用とうもろこしの
輸入量 約1,000万㌧

36 今後の飼料用米の供給増大のイメージ
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○ 耕種農家は、農協に出荷することで、自ら需要先の確保を図る必要がなく、飼料用米の生産に取組可能。
○ 農協は、CEや耕種農家が乾燥した飼料用米を地域の農業倉庫等で保管。
○ 農協と出荷契約を締結した全国団体は、飼料メーカーの要望に応じ、工場近くの営業倉庫等で開袋・バラ化作業を行い、工場に搬入。
○ 飼料メーカーは、とうもろこしの代替として飼料用米を配合し、畜産農家に出荷（工場は、在庫として保有せず、計画的に受入・配合）。

○ 飼料工場では、次の課題をクリアすれば、受入量の増加に対応可能。
・ 配合飼料の主原料（とうもろこし等）と同等またはそれ以下の価格での供給
・ 工場への長期的かつ計画的な供給と集荷・流通の円滑化（例えば、半年程度前から供給量の調整を行い、計画的に搬入）

飼料工場 畜
産

農
家

【集荷・保管】

稲
作

農
家

農業倉庫〔又は産地ＣＥ〕
玄米、フレコンでの
保管が大半

農協
飼料工場近くの営業倉庫
等で開袋、バラ化

ＣＥからバラ出荷

【搬入前のバラ化作業】 【受入・配合作業】
配合
飼料

・工場の要望に応じて
その都度搬入

配合飼料工場の立地状況

全国生産者団体による飼料用米の集荷・流通体制

企業数：６８社
工場数：１１６工場

【※家畜の生理や畜産物に影響を与えることなく給与可能と見込まれる量】

1

4
3

4

6

8

7

37 配合飼料メーカーへの飼料用米の供給について

区　分 採卵鶏 ブロイラー 養　豚 乳　牛 肉　牛 合　計

配合飼料生産量 614万㌧ 386万㌧ 595万㌧ 310万㌧ 445万㌧ 2,350万㌧

配合可能割合 20% 50% 15% 10% 3%

利用可能量 123万㌧ 193万㌧ 89万㌧ 31万㌧ 13万㌧ 449万㌧

(参考)25年度使用量 17万㌧ 17万㌧ 12万㌧ 3万㌧ 2万㌧ 51万㌧

資料：農林水産省調べ（生産量は飼料メーカー聞取り、配合可能割合は畜産栄養有識者からの聞取り及び研
究報告をもとに試算）

注：利用可能量は、平成25年度の配合飼料生産量に配合可能割合を乗じて算出。

うち全国生産者団体系列の
工場：２１工場（ 印に立地）

• 飼料工場は、主に、太平洋側の
港湾地域に立地

• 畜産主産地を後背地に持ち、新
たに整備・開発された港湾地域
への集約が進展

（平成27年７月時点） 畜種別のコメの利用可能量（試算）
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